
主たる課題 自治体担当部署

生活に困窮する場合 呉市福祉保健部
生活支援課

中央地域高齢者相談室
天応・吉浦地域高齢者相談室
昭和地域高齢者相談室
宮原・警固屋地域高齢者相談室
東部地域高齢者相談室
川尻・安浦地域高齢者相談室
安芸灘地域高齢者相談室
音戸・倉橋地域高齢者相談室

障害により福祉サービス等
の支援を必要とする場合

呉市福祉保健部
障害福祉課

ひとり親のため支援を必要
とする場合

呉市こども部
こども支援課
福祉保健部
地域保健課

呉市こども部
こども支援課

児童虐待被害者のため支援を
必要とする場合

呉市こども部
こども家庭相談課

女性のＤＶ被害者のため支援
を必要とする場合

呉市こども部
こども家庭相談課

困難な問題を抱える女性のた
めの支援を必要とする場合

呉市こども部
こども家庭相談課

外国人のため支援を必要とす
る場合

呉市市民部
地域協働課

公的相談機関

福祉の窓口

国際交流センター外国人相談窓口
東部地区外国人総合相談窓口

まるごとネット呉
（地域生活支援拠点）
福祉の窓口，
マザーズハローワーク

西部こども家庭センター
児童家庭支援センター明日葉

高齢により福祉サービス等
の支援を必要とする場合

西部こども家庭センター
警察
法テラス西部こども家庭センター
警察
法テラス

各高齢者相談室（地域包括支援センター）呉市福祉保健部
高齢者支援課
介護保険課

子育てのため支援を必要とす
る場合

呉市こども家庭センター

呉市こども部
こども家庭相談課

児童家庭支援センター明日葉

呉市すこやか子育て支援センター
呉市ファミリー・サポート・センター


